
中国へのアライバル観光団体ビザについて
要点：

◎中国政府が許可する旅行社(弊社)が申請代行します。

◎弊社が申請代行するアライバル観光団体ビザは上海空港から中国へ入国できます。

出国地は制限ありません

◎2 人からの団体観光ビザ申請可能

◎団体観光ビザ有効期限（滞在日数）は 30 日間までです。

◎流れについて

弊社に必要な資料を送付下さい。

1、上海市出入境管理局にアライバル団体観光ビザを申請（発行は４ワーキングデーがかかる）

2、団体観光ビザ原本を日本へ郵送（約 5 日間～8 日間所要）

3、団体観光ビザ原本を日本出発地の空港にて提示

4、上海の空港に到着後、原本を持参して入国手続き

団体ビザ申請手引き

番号 所要資料 資料内容

１ パスポート PDF 版のパスポート（全ページ）

２ 航空券 PDF 版の国際/国内航空券（全日程）

３ 酒店 各都市のホテル予約書（全日程）

４ 写真 PDF 版写真 2 寸（白地）

５ 中国の国内日程 入国日から出国日までの全日程内容

申請人数 2 名か 2 名以上

申請日にち

入国有効期

入国日の 10 日間前に資料を提出（資料の郵送時間と国内停留時間を注意する必要が

ある、最低ご出発の 1 ヶ月前に必要書類を弊社へご送付下さい）

間 発行日から 15 日間以内

（ビザ発行後 15 日間以内中国への入国を要求されます、しないとビザが無効にな

ります）



停留期間 入国日から 30 日間以内

使用説明 1. ビザを発行してから PDF 版のビザを観光客へ出すことになります。入国してか

ら原本を提供します（上海市空港のみ）。

2.観光客の中国国内における有効ビザとして、入出国記録は団体ビザ原本に捺印さ

れて、パスポートにはその記録がありません。是非出国までに万全な保管を行って

ください。団体の入出国即ち同一日にちと同一フライトという条件になります。

ビザ申請資料における注意点：

1. パスポートの残存期間は出国日より六ヶ月間以上あること。

2. 新しいパスポートは六ヶ月間を満たさない場合、古いパスポート（全ページ）を提供

す。未成年の学生は保護者の承知同意且つ学校の引率先生が学生の安全を確保出来る

という内容です。

5. 未成年の親と同行する団体に関して、同行する父母のいずれかの身内証明を提出す

度提出の 1 日間を含む）が必要になります。

4. 未成年のような学生ツアーに関して、日本関係学校から保証書の提出は必要になり

する必要があります。

3. 予約制の実施によって、少なくとも 入 国 日 10 日間前からの資料提出（資料不完全による再

ま

る

だけです。父母同行ではない場合、父母ともの委託書と関係証明を提出する必要があ

って、格式の決まりがなくて、手書き且つ真筆署名でよろしいこと。

6. 全ての外国証明書と保証書などはその翻訳を提出する必要があります。



アライバルビザ見本：


